
新監査公表第１３号 

 平成２４年度包括外部監査の結果に基づく措置について、新潟市長から通知があったので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により以下のとおり公表します。 

平成２６年１２月２５日 

新潟市監査委員  貝 瀬  壽 夫

同 宮 本  裕 将

同     佐 藤  豊 美

同     渡 辺   仁

平成２４年度包括外部監査

「消防事業に関する事務の執行について」

新潟市長が講じた措置 

報告

書頁
監査結果の概要

結果に対する措置

（平成 25年度） （平成 26年度） 
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指摘事項 №．5 
Ⅳ 新潟市消防事業の詳細

第４ 情報システム

4. ユーザーID 及びパスワードの
管理

ユーザーID が共有利用されてお
り、データダウンロードの権限は全

てのID に付与されていることか
ら、情報漏洩のリスクが高いと言え

る。

ユーザーID を個人ごとに設定
し、データダウンロード権限は業務

上必要な担当者にのみ付与するこ

とが必要である。

ユーザーIDの個人付与及
びデータダウンロードの権

限等について、平成 26年度
末までにシステム開発者と

協議を行い対応してまいり

ます。

【検討中】

情報漏洩のリスクを低減す

るため、平成２７年２月より、

ユーザーIDを個人ごとに設
定し、利用履歴を残すととも

に、データダウンロード権限

を業務上必要な担当者にのみ

付与することにいたします。

【方針決定】

※措置欄に記載の【方針決定】について 

 【方針決定】は、外部監査人の指摘や意見について、改善措置は完了していないが、措置方針は決

定していることを示しているもので、監査委員事務局において追記したものです。 


